
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

担

当

課

（

室

）

（

県

例

規

集

登

載

）

目

次

○

個

人

演

説

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

る

施

〃

設

の

指

定

の

取

消

し

【

規

則

】

○

岡

山

県

職

員

駐

車

場

の

管

理

及

び

使

用

に

関

す

財

産

活

用

課

○

〃

〃

【

正

誤

】

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則
（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

総

務

学

事

課

正

誤

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

企

業

誘

致

・

投

資

促

（

県

例

規

集

登

載

）

正

進

課

○

港

湾

施

設

に

お

け

る

制

限

区

域

の

設

定

等

の

一

港

湾

課

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

の

設

置

許

可

申

請

に

つ

循

環

型

社

会

推

進

課

い

て

の

縦

覧

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

関

の

指

定

の

更

新

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

洪

水

浸

水

想

定

区

域

の

指

定

に

係

る

指

定

の

区

河

川

課

域

等

の

公

表

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

令和２年１０月２日 第１２２３２号



◎
岡
山
県
規
則
第
六
十
八
号

岡
山
県
職
員
駐
車
場
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
職
員
駐
車
場
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

岡
山
県
職
員
駐
車
場
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則

平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
三
級
地
の
項
中
「
、
岡
山
県
警
察
本
部
藤
原
庁
舎
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
九
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
条
第
２
項

第
条
第
２

別
表
産
業
労
働
部
の
部
企
業
誘
致
・
投
資
促
進
課
の
項
５
中
「

1
5

」
を
「

1
6

」
に
改
め
る
。

項

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
号

平
成
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
七
号
（
港
湾
施
設
に
お
け
る
制
限
区
域
の
設
定
等
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一
の
表
水
島
港
の
項
中

「

玉
島
四
号
埠
頭
岸
壁
（
一

七

、
玉
島
四
号
埠
頭
岸
壁
（
七

一
四
）
及
び
こ

－
－

）

れ
ら
に
接
す
る
港
湾
施
設
の
所
在
す
る
区
域
で
縦
覧
用
図
面
に
定
め
る
区
域

を

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
四
号
埠
頭
岸
壁
（
一

、
玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン

）

ド
四
号
埠
頭
岸
壁
（
二
）
及
び
こ
れ
ら
に
接
す
る
港
湾
施
設
の
所
在
す
る
区
域
で

縦
覧
用
図
面
に
定
め
る
区
域

」

「

に
、

玉
島
四
号
埠
頭
岸
壁
（
一

七

、
玉
島
四
号
埠
頭
岸
壁
（
七

一
四
）
及
び
こ

－
－

）

れ
ら
に
接
す
る
港
湾
施
設
の
所
在
す
る
区
域
で
縦
覧
用
図
面
に
定
め
る
区
域

」

「

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ニ
の
地
点
を
結
ぶ
水
島
港
港

湾
区
域
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

イ
の
地
点

玉
島
四
号
埠
頭
岸
壁
（
七

一
四
）
の
水
際
線
の
南
端
の
点

－

ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
四
九
分
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
一
度
四
九
分
二
六
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
九
一
度
四
九
分
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

を

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ニ
の
地
点
を
結
ぶ
水
島
港
港

湾
区
域
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

イ
の
地
点

玉
島
ハ
ー
バ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
四
号
埠
頭
岸
壁
（
二
）
の
水
際
線
の

南
端
の
点

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
二
七
分
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
六
五
度
二
七
分
二
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
一
五
五
度
二
七
分
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

」

「

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
イ
の
地
点
と
ニ
の
地
点
を
結
ぶ
水
島
港
港

湾
区
域
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

に

改

め

イ
の
地
点

玉
島
四
号
埠
頭
岸
壁
（
七

一
四
）
の
水
際
線
の
南
端
の
点

－

ロ
の
地
点

イ
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
四
九
分
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
の
地
点

ロ
の
地
点
か
ら
一
度
四
九
分
二
六
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
の
地
点

ハ
の
地
点
か
ら
九
一
度
四
九
分
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

」

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
称

エ
ス
ク
岡
山
株
式
会
社

(1)

住
所

岡
山
県
赤
磐
市
山
手
四
六
番
地

(2)

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

北
村

猛

(3)
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

岡
山
県
赤
磐
市
山
手
字
奥
田
二
九
番
二
、
二
九
番
三
、
二
九
番
四
、
二
九
番
五
、
同
字
河
内
三

〇
番
一
、
四
〇
番
一
、
同
字
御
山
口
四
一
番
、
同
字
大
坂
四
二
番
、
四
三
番
、
同
字
才
門
堂
三
七

一
番
二
、
同
字
四
ツ
角
三
七
二
番
一
、
三
七
二
番
二

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
（
管
理
型
）

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く

ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
が
れ
き
類
を
除
く

・
陶
磁
器
く
ず
、
が
れ
き
類
、
廃
石
綿
等

。
）

５

申
請
年
月
日

令
和
二
年
九
月
九
日

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
二
日
ま
で

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



２

場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
赤
磐
市
赤
坂
支
所
市
民
生
活
課
及
び
和
気
町
佐
伯

庁
舎
総
務
事
業
課

三

意
見
書
の
提
出

１

期
限

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

２

提
出
先

岡
山
県
備
前
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

３

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

(1)

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

(2)

施
設
の
設
置
場
所

(3)

施
設
の
種
類

(4)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と

）
。

(5)

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

あ
ん
ず
薬
局

総
社
市
小
寺
九
九
八

四

調
剤

令
和
二
年
十
月
一
日

－

医
療
法
人
社
団
清
和
会
笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

形
成
外
科

令
和
二
年
十
月
一
日

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

玉
野
市
渋
川
三
丁
目
一
二
九
九
の
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



〔
四
四
〇
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

那
岐
池
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

渡
邊

吉
幸

渡
邊

吉
幸

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
七
○
三

一

理

事

－

芦
田

勲

芦
田

勲

〃

〃

〃

一
七
一
二

〃

芦
田

元

芦
田

元

〃

〃

〃

一
六
○
一

〃

頼
實

典
夫

頼
實

典
夫

〃

〃

荒
内
西
五
七
三

〃

杉
山

正

杉
山

正

〃

〃

〃

五
八
○

〃

花
房

芳
視

花
房

芳
視

〃

〃

中
島
西
一
九
四

一

〃

－

花
房

光
信

〃

〃

〃

二
○
○

〃

桑
村

宗
次

〃

〃

〃

四
二
一

一

〃

－

鷹
取

敏
文

〃

〃

中
島
東
六
六
二

〃

鷹
取
美
佐
夫

〃

〃

〃

四
八
八

〃

長
尾

隆
大

長
尾

隆
大

〃

〃

柿
三
九
九

〃

小
坂

俊
三

小
坂

俊
三

〃

〃

久
常
二
○
八

〃

中
務

和
人

中
務

和
人

〃

〃

広
岡
一
○
九
○

〃

福
永

孝
雄

〃

〃

〃

七
二

〃

鷲
田

實

〃

〃

〃

五
八
五

一

〃

－

森
藤

和
義

森
藤

和
義

〃

〃

豊
沢
三
七
三

〃

森
安

道
郎

森
安

道
郎

〃

〃

〃

八
一
四

〃

内
藤

博
史

内
藤

博
史

〃

〃

宮
内
一
四
五

〃

安
藤

政
宏

安
藤

政
宏

〃

〃

中
島
西
九
九
七

三

監

事

－

鷹
取

渡

鷹
取

渡

〃

〃

中
島
東
四
八
一

〃

杉
本

文
夫

杉
本

文
夫

〃

〃

広
岡
一
○
七
五

〃

令和２年１０月２日　岡山県公報　第１２２３２号



有
元

福
治

有
元

福
治

〃

〃

豊
沢
四
三
五

〃

有
元

清

〃

〃

小
坂
九
二
四

三

〃

－
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〔
四
四
一
〕
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
洪
水

浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
河
川
の
名
称

吉
井
川
水
系
吉
井
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
東

「

備
地
域
管
理
課
、
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
及
び
同
部
勝
英
地
域
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る

）
。

一

洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
河
川
の
名
称

吉
井
川
水
系
宮
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部

「

管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
河
川
の
名
称

吉
井
川
水
系
加
茂
川

二

指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
、
浸
水
継
続
時
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り

当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部

「

管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔
四
四
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
字
羽
入
田
八
〇
一
番

六
・
〇
〇

九
六
・
六
九

建
第
六
〇
〇
九
号

一

令
和
二
年
九
月
二
十

三
日
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
五
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

「

を

表
病
院
の
項
中

新
見
市
高
尾
二
三
〇
六

五

介
護
老
人
保
健
施
設
く
ろ
か

－

み

」

「

高
梁
中
央
介
護
医
療
院

高
梁
市
南
町
五
三

に
改
め
、
表
老
人
ホ

新
見
市
高
尾
二
三
〇
六

五

介
護
老
人
保
健
施
設
く
ろ
か

－

み

」

「

総
社
市
秦
三
三
〇

一

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

－

ホ
ー
ム
結
い
の
さ
と
愛
家
里

ー
ム
の
項
中

を

高
梁
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長

高
梁
市
落
合
町
阿
部
三
〇
九

寿
園

一

」

「

総
社
市
秦
三
三
〇

一

に
、

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

－

ホ
ー
ム
結
い
の
さ
と
愛
家
里

」

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
有
漢

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
七
九
四

荘

五

一
六

－
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を

高
梁
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
成

高
梁
市
成
羽
町
成
羽
二
二
八

羽
川
荘

二

」

「

に
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
有
漢

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
七
九
四

荘

五

一
六

－

」

「

新
見
市
金
谷
六
四
一

を

新
見
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
和

み
の
郷
か
な
や

」

「

養
護
老
人
ホ
ー
ム
成
羽
長
寿

高
梁
市
成
羽
町
成
羽
二
二
五

園

一

一

－

に
改
め
る
。

新
見
市
金
谷
六
四
一

新
見
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
和

み
の
郷
か
な
や

」
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
高
梁
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
の
指
定
を
取

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

施

設

の

名

称

所

在

地

施

設

の

管

理

者

指

定

取

消

年

月

日

成
羽
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

高
梁
市
成
羽
町
下
原
六
〇
六
番
地

高
梁
市
社
会
福
祉
協
議
会

令
和
二
年
九
月
一
日
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
、
真
庭
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
次
の
施
設
の
指
定
を
取

り
消
し
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

施

設

の

名

称

所

在

地

施

設

の

管

理

者

指

定

取

消

年

月

日

湯
原
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

真
庭
市
豊
栄
一
五
一
五

真
庭
市
長

令
和
二
年
九
月
一
日
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〔
三
九
〕
令
和
二
年
七
月
七
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
岡

山
県
条
例
第
四
十
四
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

四
・
終
わ
り
か

令
和
二
年
法
律
第

号

令
和
二
年
法
律
第
十
二
号

ら
七

四
・
終
わ
り
か

令
和
二
年
法
律
第

号

令
和
二
年
法
律
第
六
十
二
号

ら
四
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